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一
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一
日

金　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
条
の
七
中
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
七
項
」
に
、
「
第

七
十
一
条
の
三
十
五
第
七
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
八
項
」
に
、
「
第
七
十
一
条
の
五
十
五

第
七
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
六
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
六
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
七
項
」
に

改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
第
九
十
条
第
六
項
」
を
「
第
九
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
三
中
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
六
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
七

項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
十
二
中
「
第
百
七
十
一
条
第
六
項
」
を
「
第
百
七
十
一
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
の
第
一
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六　

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理

㈠　

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理

⑴　

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
災
害
の
た
め
住
家
が
半
壊
、

半
焼
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
、
雨
水
の
浸
入
等
を
放
置
す
れ
ば
住
家
の

被
害
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
。

⑵　

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止

す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
が
必
要
な
部
分
に
対
し
、
合
成
樹
脂
シ
ー
ト
、
ロ
ー
プ
、
土
の
う

等
を
用
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
一
世
帯
当
た
り

五
万
円
以
内
の
額
と
す
る
。

⑶　

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
十
日
以

内
に
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡　

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理

⑴　

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
災
害
の
た
め
、
住
家
が
半
壊
、
半
焼

若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
、
自
ら
の
資
力
で
は
応
急
修
理
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
又
は
大
規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程

度
に
住
家
が
半
壊
し
た
者
に
対
し
て
行
う
。

⑵　

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
居
室
、
炊
事
場
、
便
所
等
日
常
生
活

に
必
要
最
小
限
度
の
部
分
に
対
し
現
物
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
の
た
め
に
支

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
額
以
内
と
す
る
。

イ　

半
壊
又
は
半
焼
し
た
世
帯　

一
世
帯
当
た
り
七
十
万
六
千
円

ロ　

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯　

一
世
帯
当
た
り

三
十
四
万
三
千
円

⑶　

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
三
箇
月
以
内

（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
災
害
対
策
本
部
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策

本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
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七
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二
十
一
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二

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
中
第
四
百
六
号
の
六
を
第
四
百
六
号
の
七
と
し
、
第
四
百
六
号
の
二
か
ら
第
四
百
六
号
の
五
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
百
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
六
の
二　

豚
熱
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防
液
交
付
手
数
料

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

災
害
に
あ
つ
て
は
、
六
箇
月
以
内
）
に
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
七
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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用
者
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用
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師
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使
用
者
が

　
　
　
　
　
　
　

獣
医
師
登
録
番
号
第　
　
　
　
　
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
使
用
す
る

第
三
号
様
式
中　

実
施
町
村
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
家
畜
の
種

　
　
　
　
　
　
　

家
畜
の
種
類
及
び
実
施
町
村
内
の
全
飼
養
頭
数
と
実
施
予
定
数　
　
　
使
用
期
間

　
　
　
　
　
　
　

使
用
月
日
又
は
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　

獣
医
師
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

獣
医
師
登
録
番
号

場
所
類
並
び
に
使
用
す
る
場
所
に
お
け
る
全
飼
養
頭
数
及
び
使
用
予
定
数　

に
改
め
る
。

年　
　
月　
　
日
か
ら　
　
　
　
年　
　
月　
　
日
ま
で　
　
　
　

」

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
号
様
式
に
よ
る

動
物
用
生
物
学
的
製
剤
使
用
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
号
様
式
に
よ
る
動

物
用
生
物
学
的
製
剤
使
用
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
八
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日


